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平
成
八
年
第
五
回
足
側
会

冗
月
九
日
土
】十
巳

概
要

今
定
例
会
で
は
、

「
平
成
七
年

度
小
浜
市

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て
」
な
ど
の
認

定
案
件
十
二
件
、

「
平
成
八
年
度

小
浜
市

一
般
会
計
補
正
予
算

（第

二
号
と

な
ど
の
議
案
十
三
件
が

上
程
さ
れ
ま
し
た
。

初
日
の
九
日
は
、

ま
ず
認
定
案

件
十
二
件
が
上
程
さ
れ
、

提
案
理

由
の
説
明
、

質
疑
が
行
わ
れ
、

こ

の
後
、

決
算
特
別
委
員
会
を
設
置

し
、

委
員
会
付
託
と
し
ま
し
た
。

（決
算
特
別
委
員
会
の
構
成
は

別
記
の
と
お
り
）

次
に
、

「
平
成
八
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
補
正
予
算

（第
二
号
ご

な
ど
議
案
十
三
件
が
上
程
さ
れ
、

提
案
理
由

の
説
明
、

質
疑
の
後
、

そ
れ
ぞ
れ
所
管
の
常
任
委
員
会
に

付
託
す
る
と
と
も
に
、

陳
情
四
件

に
つ
い
て
も
、委

員
会
付
託
を
し
、

十
日
、

十

一
日
を
休
会
す
る
こ
と

と
し
散
会
し
ま
し
た
。

十
二
日
、

十
三
日
の
両
日
は
本

会
議
が
再
開
さ
れ
、

二
日
間
に
わ

た
り
十
議
員
が
市
政
各
般
に
わ
た

り

一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

（
一
般
質
問
ハ
イ
ラ
イ
ト
は

別
記
の
と
お
り
）

続
い
て
陳
情
四
件
（追
加
分
）
を

委
員
会
付
託
を
し
、

散
会
し
ま
し

た
。十

四
日
か
ら
十
九
日
ま
で
を
休

会
と
し
、

こ
の
間
、

各
常
任
委
員

会
に
お
い
て
、

委
員
会
に
付
託
さ

れ
ま
し
た
議
案
、

陳
情
等
に
つ
い

て
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

二
十
日
に
本
会
議
が
再
開
さ

れ
、

は
じ
め
に
、

認
定
条
件
十
二

件
並
び
に
陳
情
二
件
に
つ
い
て
、

決
算
特
別
委
員
長
、

教
育
民
生
常

任
委
員
長
の
申
し
出
に
よ
り
、

閉

会
中
の
継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。

続
い
て
、

総
務
、

建
設
、

産
業

経
済
、

教
育
民
生
の
各
常
任
委
員

長
か
ら
、

付
託
議
案
の
審
査
経
過
、

結
果
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
後
、

各
委
員
長
報
告
に
対

す
る
質
疑
、

討
論
、

採
決
を
行
い
、

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

引
き
続
き
、

産
業
経
済
、

建
設
、

総
務
、

教
育
民
生
の
各
常
任
委
員

長
か
ら
、

意
見
書
案
六
件
が
提
出

さ
れ
、

採
決
の
結
果
、

原
案
の
と

お
り
可
決
し
、

関
係
機
関
に
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。続

い
て
、

人
事
条
件
と
し
て

「
助
役
の
専
任
に
つ
い
て
」
お
よ

び

「教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て
」
の
議
案
三
件
と
、

「
人

権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
」
の
諮

問
四
件
が
上
程
さ
れ
、

提
案
理
由、

の
説
明
、

質
疑
の
後
、

採
決
を
行

い
、

原
案
の
と
お
り
可
決
、

同
意

し
、

付
議
さ
れ
ま
し
た
事
件
を
全

て
議
了
し
、

平
成
八
年
第
五
回
小

浜
市
議
会
定
例
会
を
閉
会
し
ま
し

た
。

】中”！！中“



一 市議会だよ

助

　

役

教
育
委
員
会
委
員

人

権

擁

護

委

員

平
尾
　
正
行

斎
藤
　
清
輝

高
石
　
昭
五

長
谷
　
一昴
雄

藤
野
　
良

一

西
川
　
節
子

池
尾
　
正
彦

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

川 山 水 山 岡 石 岡 山

畑 口 尾 本  野  崎

潤 貞 源 益 泰  明 勝

子 夫 二 弘 宏 保 男 義

【認
定
】

認
定
第
１
号

認
定
第
２
号

認
定
第
３
号

認
定
第
４
号

認
定
第
５
号

認
定
第
６
号

認
定
第
７
号

認
定
第
８
号

認
定
第
９
号

認
定
第
１０
号

認
定
第
１１
号

認
定
第
１２
号

【議
案
】

議
案
第
５８
号

議
案
第
５９
号

議
案
第
６。
号

議
案
第
６‐
号

議
案
第
α
号

議
案
第
６３
号

議
案
第
６４
号

議
案
第
衛
号

議
案
第
６６
号

議
案
第
６７
号

平
成
７
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
走
に
つ
い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
加
斗
財
産
区
運
営
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
老
人
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
漁
業
集
落
環
境
整
備
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
西
津
東
部
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
国
民
宿
舎
及
び
小
浜
ユ
ー
ス

・
ホ
ス
テ
ル
事
業
会

計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
７
年
度
小
浜
市
水
道
事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
８
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
補
正
予
算

（第
２
号
）

平
成
８
年
度
小
浜
市
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第
１
号
）

平
成
８
年
度
小
浜
市
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第
１
号
）

平
成
８
年
度
小
浜
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第
１
号
）

平
成
８
年
度
小
浜
市
漁
業
集
落
環
境
整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第
１
号
）

平
成
８
年
度
小
浜
市
西
津
束
部
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算

（第
１
号
）

行
政
手
続
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

小
浜
市
退
隠
料
等
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
昭
和
３５
年

３
月
３‐
日
以
前
に
給
付
事
由
が
発
生
し
た
退
隠
料
等
の
年
額
の
改
定
に

関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

小
浜
市
営
国
民
宿
舎
及
び
小
浜
市
営
ユ
ー
ス

・
ホ
ス
テ
ル
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

小
浜
市
営
住
宅
管
理
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

市
　
長

一
継
続
審
査

ク  ク

ククククククククク

原
案
可
決

ククククククククク

/ / / / / / / / ク



市議会だよリー

9月定例会の一般質問は、9月12日、13日に行わ

れ、岡本議員、石野議員、川畑議員、岡(明)議員、

新谷議員、中野議員、野村議員、山本議員、岡尾

議員、相子議員の10名が、市政各般にわたり、質

問を行いました。

(質問と答弁の主な要旨は次のとおり)

高
速
交
通
体
系
整
備
促
進

問
題
の
小
浜
線
電
化
に
つ

い
て
ぃ
舞
鶴
線
の
電
化
が
具
体
化

し
て
方
向
付
け
が
で
き
て
き
て
い

る
よ
う
だ
が
、

今
後
舞
鶴
線
と
小

浜
線
の

一
体
的
整
備
の
経
過
と
今

後
の
取
組
み
に
つ
い
て
お
尋
ね
し

ま
す
。
ま
た
、

新
鉄
道
、

リ
ゾ
ー

ト
線
に
つ
い
て
、

今
後
嶺
南
鉄
道

事
業
化
検
討
協
議
会
の
中
で
論
議

が
な
さ
れ
る
が
、

そ
の
中
身
と
実

現
に
向
け
て
の
整
備
建
設
基
金
の

創
設
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

Ａ
〔

蔚
嚇
一
カ 年
領
ギ
呼
朔
は
昨

新
線
、

小
浜
線
電
化
整
備
方
法
、

事
業
主
体
、

事
業
費
等
検
討
協
議

が
な
さ
れ
、

年
内
に
具
体
的
な
結

論
が
出
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

そ

の
結
果
地
元
負
担
等
具
体
的
な
方

向
性
が
示
さ
れ
る
。

基
金
積
立
て

に
つ
い
て
は
、

検
討
協
議
会
の
結

果
を
待
ち
、

嶺
南
八
市
町
村
で
足

並
み
を
揃
え
た
積
立
て
を
検
討
し

た
い
。

基
金
の
積
立
額
、

各
市
町

村
の
負
担
額
、

県
負
担
、

時
期
、

期
間
等
具
体
的
な
こ
と
に
つ
い
て

は
、

関
係
市
町
村
と
協
議
検
討
を

重
ね
な
が
ら
決
定
し
た
い
。

議
案
第
６８
号

議
案
第
６９
号

議
案
第
７０
号

議
案
第
７‐
号

議
案
第
７２
号

議
案
第
７３
号

【諮
問
】

諮
問
第
１
号

諮
問
第
２
号

諮
問
第
３
号

諮
問
第
４
号

【陳
情
】

Ｈ７
陳
情
第
１２
号

陳
情
第
５
号

陳
情
第
６
号

陳
情
第
７
号

陳
情
第
８
号

陳
情
第
Ｈ
号

ノ醐鞭第‐４‐３‐２中

陳
情
第
１５
号

陳
情
第
１６
号

陳
情
第
１７
号

陳
情
第
１８
号

【意
見
書
】

意
見
書
案
第
４
号

意
見
書
案
第
５
号

意
見
書
案
第
６
号

意
見
書
案
第
７
号

意
見
書
案
第
８
号

意
見
書
案
第
９
号

小
浜
都
市
計
画
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

に
つ
い
て

福
井
県
自
治
会
館
組
合
の
設
立
に
つ
い
て

財
産
の
取
得
に
つ
い
て

助
役
の
選
任
に
つ
い
て

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

人
権
擁
護
に
関
す
る

「条
例
」
も
し
く
は

「宣
言
」
の
制
定
に
つ
い
て

の
陳
情
書

「米
兵
暴
行
事
件
に
関
す
る
意
見
書
」
採
択
の
陳
情
書

住
専
処
理
に
関
す
る
意
見
書
採
択
を
を
求
め
る
陳
情
書

住
専
処
理
に
国
民
の
税
金
を
使
わ
な
い
よ
う
に
求
め
る
意
見
書
採
択
に

関
す
る
陳
情
書

住
専
処
理

へ
の
公
的
資
金
導
入
に
関
す
る
意
見
書
の
採
択
に
つ
い
て
の

陳
情

Ｊ
Ｒ
小
浜
線
の
電
化
に
関
す
る
陳
情

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
を
求
め
る
陳
情
書

第
九
次
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
策
定
に
関
す
る
活
動
に
つ
い
て

道
路
特
定
財
源
諸
税
の
現
行
税
率
堅
持
に
関
す
る
意
見
書
の
提
出
に
つ

い
て

公
務
員
労
働
者
の
新
賃
金
早
期
決
定
に
関
す
る
陳
情
書

林
野
公
共
事
業
促
進
に
関
す
る
活
動
に
つ
い
て

国
民
本
位
の
介
護
保
険
制
度
の
早
期
確
立
に
つ
い
て
の
意
見
書
提
出
を

求
め
る
陳
情
書

平
成
８
年
度
農
業
再
編
、

食
料
、

農
業
、

農
村
対
策
に
つ
い
て

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
に
関
す
る
意
見
書

第
九
次
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
策
定
に
関
す
る
意
見
書

道
路
特
定
財
源
の
確
保
に
関
す
る
意
見
書

公
務
員
労
働
者
の
新
賃
金
早
期
決
定
を
求
め
る
意
見
書

林
野
公
共
事
業
の
促
進
に
関
す
る
意
見
書

平
成
８
年
度
農
業
再
編
、

食
料
、

農
業
、

農
村
対
策
に
関
す
る
意
見
書
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一 市議会だより

近
畿
自
動
車
道
敦
賀
線
の

岡
津
敦
賀
間
に
つ
い
て
は

都
市
計
画
決
定
を
行
う
た
め
地
元

説
明
会
が
開
か
れ
て
お
り
、

実
現

に
向
け
て
円
滑
に
都
市
計
画
決
定

が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ

こ
で
年
内
に
開
催
が
予
定
さ
れ
て

い
る
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建

設
審
議
会

（国
幹
審
）
に
向
け
て
、

都
市
計
画
決
定

へ
の
取
り
組
み
ス

ケ
ジ

ュ
ー
ル
に
つ
い
て
具
体
的
に

お
尋
ね
し
ま
す
。

Ａ
〔

脚
「

欄
柳
轍
脂
離
定 っ
”
荻

わ
け
で
す
が
、

現
在
県
と
国
が
地

元
説
明
会
を
開
催
し
、

こ
れ
か
ら

案
の
縦
覧
が
二
週
間
行
わ
れ
、

こ

の
期
間
の
う
ち
に
意
見
の
あ
る
人

は
県
知
事
に
対
し
て
意
見
書
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ

に
対
し
県
知
事
は
小
浜
市
の
意
見

を
尋
ね
、

小
浜
市
長
か
ら
市
都
市

計
画
審
議
会
へ
諮
問
し
、

審
議
会

の
意
見
を
県
へ
提
出
し
ま
す
。

県

は
、

小
浜
市
か
ら
の
意
見
を
参
考

に
し
な
が
ら
都
市
計
画
決
定
を
す

る
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
今
後

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

Ｑ

朗
耽
的
染

感 ７
即
鞠

多
数
出
て
お
り
、

学
校
給
食
の
あ

り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
が
、

本
市

で
は
、

こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に

認
識
さ
れ
て
い
る
か
。

給
食
職
員

の
配
置
、

学
校
の
調
理
室
、

学
校

給
食
の
民
間
委
託
等
に
つ
い
て
ど

の
様
に
な

っ
て
い
る
の
か
お
尋
ね

し
ま
す
。

Ａ

揮

捷

舞

藤

か
わ
ら
ず
学
校
給
食
は
衛
生
的
に

調
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
基
本
理
念
に
基
づ
き
実
施
し

て
お
り
、

月

一
回
の
給
食
調
理
員

の
検
便
、

飲
料
水

・
プ
ー
ル
の
水

質
検
査
、

保
健
所
に
よ
る
給
食
管

理
責
任
者
講
習
、

市
独
自
の
給
食

調
理
員
の
研
修
等
実
施
し
て
お
り

学
校
給
食
に
お
け
る
食
中
毒
防
止

に
努
め
て
い
る
。
０
‐１
５
７
の

予
防
に
つ
い
て
は
、

原
因
が
は
っ

き
り
し
て
い
な
い
た
め
、

基
本
的

な
生
活
習
慣
の
指
導
を
徹
底
し
、

九
月
三
日
か
ら
の
給
食
開
始
の
た

め
、

給
食
調
理
員
の
検
便

（月
二

回
）
、

水
質
検
査
、

消
毒
及
び
清

掃
、

防
鼠
防
虫
駆
除
等
を
実
施
し

万
金
を
期
し
て
お
り
、

施
設
面
に

つ
い
て
は
、

原
材
料
及
び
調
理
済

み
食
品
保
存
用
冷
凍
庫
、

中
心
温

度
計
を
購
入
し
、

給
食
実
施
を
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、

学
校
給
食
の

民
間
委
託
に
つ
い
て
は
、

集
団
中

毒
が
発
生
し
た
場
合
、

セ
ン
タ
ー

方
式
で
あ
れ
ば
感
染
が

一
校
に
と

ど
ま
ら
な
い
こ
と
や
、

委
託
を
実

施
し
て
も
地
形
的
に
い
く
つ
か
の

学
校
は
、

自
校
方
式
で
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
な
ど
か

ら
、

現
在
の
と
こ
ろ
自
校
方
式
で

対
応
し
て
お
り
ま
す
。

福
祉
施
設
充
実
策
の
展
望

に
つ
い
て
、

本
市
の
高
齢

化
率
は
二

一
％
台
に
入

っ
て
お
り

ま
す
。

観
海
寮
に
つ
い
て
は
平
成

元
年
以
来
県
当
局
と
改
築
に
つ
い

て
協
議
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

現

在
の
状
況
と
将
来
展
望
に
つ
い
て

お
尋
ね
し
ま
す
。
ま
た
、

特
別
養

護
施
設
に
つ
い
て
、

県
が
事
業
団

と
し
て
経
営
し
て
い
る
小
浜
市
福

寿
園
の
大
規
模
改
修
を
前
提
に
施

設
を
小
浜
市
に
受
託
し
て
も
ら
え

な
い
か
と
以
前
か
ら
話
が
出
て
い

る
よ
う
だ
が
、

そ
の
対
応
に
つ
い

て
お
尋
ね
し
ま
す
。
こ
れ
ら
観
海

寮
、

福
寿
園
ま
た
山
手
団
地
を
、

一
体
的
に
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

拠
点
施
設
と
し
て
整
備
す
る
こ
と

に
つ
い
て
将
来
展
望
を
お
尋
ね
し

ま
す
。

観
海
寮
、

福
寿
園
、

市
営

山
手
団
地
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
老
朽
化
に
よ
る
建
替
え

改
善
整
備
計
画
を
持

っ
て
い
ま
し

た
が
、

検
討
会
を
設
置
し
調
査
研

究
を
進
め
た
結
果
、

福
祉
関
連
施

設
で
あ
り
、

三
つ
と
も
行
政
設
置

運
営
主
体
で
あ
る
た
め
、

こ
の
区

城

一
帯
を
高
齢
者
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス
の
総
合
拠
点
と
し
て

一
体
化

整
備
す
る
こ
と
で
方
針
を
回
め
て

お
り
ま
す
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て

は
、　

一
つ
目
に
は
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
小
浜
福
寿
園
の
定
員
を
増

床
し
、

ンヽ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
施
設
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
い
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
併
設
、

一
一

つ
目
に
は
虚
弱
老
人
対
象
の
入
居

施
設
と
し
て
食
事
援
助

つ
き
の
ケ

ア
ハ
ウ
ス
の
新
設
、

三
つ
目
に
は

市
営
住
宅
山
手
団
地
の
建
替
え
に

当
た
り
、

各
棟

一
階
部
分
を
高
齢

者
、

障
害
者
対
応
住
宅
に
出
来
な

い
か
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し

て
お
り
、

今
後
、

地
元
の
方
や
利

用
者
等
関
係
者
の
理
解
と
合
意
が

必
要
で
あ
り
、

ま
た
、

施
設
の
整

備
時
期
、

規
模
、

財
源
調
達
な
ど

具
体
的
な
推
進
方
策
に
つ
い
て
検

討

・
研
修
を
重
ね
て
ま

い
り
た

い
。

観
光
行
政
に
つ
い
て
、

本

市
は
蘇
洞
門
を
は
じ
め
、

市
内
に
国
宝
八
カ
寺
を
有
し
、

観

光
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
が
、

不

況
や
天
災
、

さ
ら
に
は
ニ
ー
ズ
の

多
様
化
な
ど
に
伴
い
年
々
観
光
客

が
減
少
し
て
い
る
。

本
市
は
県
内

他
市
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
大
々
的

な
観
光
振
興
計
画
が
な
く
、

具
体

的
方
策
に
貧
し
い
現
状
で
あ
る
。

近
隣
市
町
村
と
連
携
を
取
り
合
っ

て
広
域
観
光
の
振
興
に
力
を
入
れ

て
、

各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
企
画

す
る
必
要
が
あ
る
。

今
後
全
国
の

目
を
若
狭
小
浜
の
地
に
向
け
て
も

ら
え
る
よ
う
様
々
な
試
み
を
し
、

そ
の
な
か
か
ら
若
狭
小
浜
の
観
光

資
源
を
見
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、

そ
れ
に

つ
い
て
お
訪
ね
し
ま
す
。

Ａ

陣

鞠

爾

数

令

様
化
な
ど
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴

い
、

観
光
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
も
個

性
化
、

多
様
化
し
て
い
る
。

広
域

的
観
光
行
政
に
つ
い
て
は
、

若
狭

地
域
の
各
自
治
体
と
連
携
を
図
り

な
が
ら
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

嶺

南
の
各
自
治
体
、

各
観
光
協
会
、

観
光
業
者
な
ど
で
組
織
し
て
い
る

若
狭
湾
観
光
連
盟
が
、

社
団
法
人


